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【電気保安法人・電気管理技術者共通】

書類の名称 掲載頁 提出時期

保安管理業務外部委託承認申請書

（施行規則様式第 43号）
25 申請毎

委託契約の相手方の執務に関する

説明書
26 申請毎

委託事業場一覧表

（電気保安法人又は

電気管理技術者が提出する。）

29

申請毎

（電気保安法人の場合で申請件数が多い場

合は、1 ヵ月毎に保安管理業務受託状況報告
を提出してもよい。）

委託契約書の写し 32 申請毎

設備条件確認書 36

申請毎

（下記に該当する場合のみ提出する。）

・低圧受電若しくは小規模高圧需要設備

以外の需要設備であって、点検頻度が

隔月 1回又は 3ヶ月に 1回の場合
・内燃力発電所であって、点検頻度が

３ヶ月に１回の場合

・ガスタービン発電所であって、点検頻

度が３ヶ月に１回又は６ヶ月に１回の

場合

電気管理技術者又は保安業務従事

者の実務経歴証明書及び電気主任

技術者免状の写し

41

最初の申請時（電気保安法人の場合は、最

初の申請時及び新たに保安業務従事者を雇

用した後初めての申請時。申請件数が多い

場合は、保安管理業務受託状況報告を提出

したときでもよい。）

機械器具の保有状況届出書 45
最初の申請時（電気保安法人の場合は、最

初の申請時及びその後 1年を経る毎）
委託契約の内容変更届出書 47 委託契約の内容に変更が生じたとき

保安業務従事者カード 48
最初の申請時（電気保安法人の場合は、最

初の申請時及び新たに保安業務従事者を雇

用した後初めての申請時）

受託事業場カード 49 申請毎（当分の間）



【電気保安法人のみ】

保安管理業務マネジメント規程 50 最初の申請時及び規程改訂後初めての申請時

雇用証明書
58
最初の申請時及び新たに保安業務従事者を雇

用した後初めての申請時

保安業務担当者を他の業務に従事

させていないことの説明書
59
同上

保安管理業務受託状況報告

60
委託事業場一覧を申請毎に提出する代わりに

保安管理業務受託状況報告を提出することと

した場合は毎月 1回

【電気管理技術者のみ】

他に職業を有していないことの

説明書
64
最初の申請時
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ハ 消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１７条の６第２項の甲種消防設備士

若しくは乙種消防設備士であって、消防法施行規則（昭和３６年自治省令第６

号）第３３条の３第１項若しくは第３項の指定区分が第１類、第２類若しくは

第３類である者、又は消防法施行規則第３１条の６第６項の消防設備点検資格

者であって、その種類が第１種である者

③ ①及び②に規定する者以外の者にあっては、自家用発電設備の保守に関する業

務に３年以上従事した経験を有する者

（２）自家用発電設備の保守に関する講習（以下「講習」という ）は、次の表の左欄。

に掲げる科目について行うものとし、当該科目の範囲及び講習時間は、それぞれ同

表の中欄及び右欄に掲げるとおりとする。

科目 範囲 講習時間

自家用発電設備の基礎 １ 電気に関する基礎理論 ２時間

イ 電流、電圧、電力及び電気抵抗
ロ 導体及び絶縁体

ハ 交流電気の基礎概念
ニ 電気回路の計算

２ 発電設備の分類、構造及び性能

３ 発電設備の運転、操作及び保護
４ シーケンス（展開接続図）の見方

５ 配電盤の構成
６ 非常動力装置

自家用発電設備に係る検査・ １ 点検の方法、基準 １時間

点検 ２ 整備、運転方法
３ 絶縁抵抗測定及び絶縁耐力試験の

方法

４ 接地抵抗測定の方法
５ 継電器試験の方法

６ シーケンス試験の方法
７ 試験用器具の性能及び使用方法

自家用発電設備に関する法令 ３時間電気事業法、電気事業法施行令（昭和４

０年政令第２０６号）及び電気事業法施

行規則（平成７年通商産業省令第７７
号）、電気工事士法（昭和３５年法律第１

３９号）、電気工事士法施行令（昭和３５
年政令第２６０号）及び電気工事士法施

行規則（昭和３５年通商産業省令第９７
号）並び その他関係法令に
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（３）講習の講師は、次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げ

る条件に適合する者とする。

科目 条件

自家用発電設備の基礎 平成１６年経済産業省告示第１０５号第４条に規

自家用発電設備に関する法令 定する科目 非常用予備発電装置の基礎 及び 非「 」 「
常用予備発電装置に関する法令」についての講師

の条件に適合する者

自家用発電設備に係る検査・ 平成１６年経済産業省告示第１０５号第４条に規

「 」点検 定する科目 非常用予備発電装置に係る検査方法
についての講師の条件に適合する者

（４）自家用発電設備の保守に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための

試験は、講習を修了したものに対し、筆記試験の方法により行う。

（５）筆記試験は、次の表の左欄に掲げる科目について行うものとし、当該科目の範囲

は同表の右欄に掲げる範囲とする。また、筆記試験の合格基準は、それぞれの科目

につき６０パーセント以上の成績であることとする。

科目 範囲

自家用発電設備の基礎 １ 電気に関する基礎理論
イ 電流、電圧、電力及び電気抵抗

ロ 導体及び絶縁体
ハ 交流電気の基礎概念

ニ 電気回路の計算
２ 発電設備の分類、構造及び性能

３ 発電設備の運転、操作及び保護

４ シーケンス（展開接続図）の見方
５ 配電盤の構成

６ 非常動力装置

自家用発電設備に係る検査・ １ 点検の方法、基準
点検 ２ 整備、運転方法

３ 絶縁抵抗測定及び絶縁耐力試験の方法

４ 接地抵抗測定の方法
５ 継電器試験の方法

６ シーケンス試験の方法
７ 試験用器具の性能及び使用方法

電気事業法、電気事業法施行令及び電気事業法施自家用発電設備に関する法令

行規則、電気工事士法、電気工事士法施行令及び
電気工事士法施行規則並び その他関係法令に

（６）自家用発電設備の保守に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための

試験に関する事務を行う試験員にあっては、平成１６年経済産業省告示第１０５号

第７条に規定する者であることとする。
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５．保安管理業務の外部委託の承認に関する審査基準について

（主任技術者制度の解釈及び運用（内規 （平成 年 月 日付け） 17 3 28

平成 ･ ･ 原院第 号）抜粋）17 03 22 1

３．規則第５２条第２項の承認は、次の基準により行うものとする。

（個人事業者の兼業等）

（１）規則第５２条の２第１号ホについては、保安管理業務の計画的かつ確実な遂行に

支障が生じないことを担保するため、保安管理業務の内容の適切性及び実効性につ

いて厳格に審査するとともに、個人事業者が他に職業を有している場合には審査に

当たり特に慎重を期することとする。

（法人のマネジメントシステム）

（２）規則第５２条の２第２号ニについては、保安管理業務の計画的かつ確実な遂行に

支障が生じないことを担保するため、保安管理業務の内容の適切性及び実効性につ

いて厳格に審査することとする。承認に当たっては、次に掲げる項目が満たされて

いることを要することとし、これらの項目については、法人の社内規程等に明確か

つ具体的に規定されており、点検を含む保安管理業務の適切な実施に確実に反映さ

れることが担保されていることを要することとする。

① 保安業務従事者は規則第５２条第２項の承認の申請に係る委託契約の相手方の

法人（以下「法人」という ）の役員又は従業員であること。。

② 法人は、保安管理業務の遂行体制を構築し、保安業務担当者が明確な責任の下

に保安管理業務を実施すること。また、あらかじめ定められた間隔で保安管理業

務のレビューを行い適切な改善を図ること。

③ 保安業務担当者は保安管理業務以外の職務（電気工作物の保安に関するものを

除く ）を兼務しないこと。。

④ 保安業務担当者は事業場の点検を自ら行うこと。ただし、保安業務担当者が保

安業務従事者に事業場の点検を行わせる場合は、以下に掲げるすべての要件に該

当していること。

イ 保安業務担当者が自らの職務上の指揮命令関係にある保安業務従事者に適切

に指示して点検を行わせるとともに、点検の結果に関する報告が当該保安業務

従事者から的確に行われる体制となっていること。

ロ 保安業務担当者が点検を指示した保安業務従事者との業務の分担内容が明確

になっていること。その際、保安業務担当者が自らは保安業務従事者の監督を

行うこととして、事業場の点検の大部分を保安業務従事者に行わせるなど、自

。 、ら実施する保安管理業務の内容が形式的なものとなっていないこと このため

保安業務担当者に係る勤務体制等について厳格に審査を行う。

ハ 特定の保安業務従事者に著しく偏って点検を行わせることとなっていないこ

と。このため、保安業務従事者が保安業務担当者から指示を受けて点検する事

業場については、経済産業省告示（平成１５年経済産業省告示第２４９号）第

３条第２項の値（以下「告示の値」という ）を当該保安業務担当者から職務。
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上の指揮命令関係にある保安業務従事者の総数で除した値又は告示の値に０．

２を乗じた値のいずれか小さい方の値を超えないこと。

ニ 保安業務従事者は、複数の保安業務担当者から点検の指示を受けないこと。

（法人の保安業務担当者等の明確化）

（３）規則第５３条第２項第２号については、委託契約書に保安業務担当者を明確にす

る旨が記載されており、かつ、保安業務担当者及び当該保安業務担当者が指示して

点検を行わせる保安業務従事者（以下「保安業務担当者等」という ）の氏名及び。

生年月日並びに主任技術者免状の種類及び番号が委託契約書の別紙等で定められて

いることを要することとする。

（連絡責任者の選任）

（４）規則第５３条第２項第５号の「その他必要事項」は、規則第５２条第２項の承認

を受けようとする者（以下「設置者」という ）が当該事業場について、電気工作。

物の工事、維持及び運用に関する保安のため必要な事項を委託契約の相手方に連絡

する責任者（設備容量が６，０００キロボルトアンペア以上の需要設備にあっては

２ （１）②イからホに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者）が選任さ．

れていることとする。

（事業場への到達時間）

（５）規則第５３条第２項第６号中「遅滞なく到達」とは、２時間以内に到達すること

を要することとする。

（過疎地域等の自家用電気工作物に対する措置）

（６）申請に係る自家用電気工作物が過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第

） 、 （ ）１５号 第２条第１項に規定する過疎地域 離島振興法 昭和２８年法律第７２号

第２条第１項の規定により指定された離島振興対策実施地域又は沖縄振興特別措置

（ ） 、法 平成１４年法律第１４号 第３条第３号に規定する離島に設置される場合には

当該申請の審査に当たっては保安管理業務の円滑かつ適切な実施に支障が生じない

よう配慮することとする。

（委託契約書に明記された者による保安管理業務の実施）

（７）個人事業者にあっては電気管理技術者、法人にあっては保安業務担当者等として

委託契約書に明記された者が保安管理業務を行わず、これらの者ではない者に点検

等を行わせることとならないようにするため、次の点を委託契約書等によって確認

できること。

イ 設置者が電気管理技術者又は保安業務担当者等と面接等を行い、本人確認を行

っていること。

ロ 設置者は事業場において点検等を行う者が委託契約書に明記された者であるこ

とを確認すること。このため、電気管理技術者又は保安業務担当者等が事業場に

おける点検等を行う際に、その身分を示す証明書により本人であることを設置者

に対して明らかにすることとなっていること。

ハ 設置者は保安規程に基づき、事業場における点検等の終了後にその結果につい

て電気管理技術者又は保安業務担当者等から報告を受け、その実施者及び点検結

果等に係る記録を保存することとなっていること。
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（注）２ （１）②イからホに掲げる者（ ４）関連）． （

イ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による高等学校又はこれと同等以上

の教育施設において、電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する

省令（昭和４０年通商産業省令第５２号）第７条第１項各号の科目を修めて卒

業した者

ロ 電気工事士法（昭和３５年法律第１３９号）第３条第１項に規定する第１種

電気工事士（ハに掲げる者であって、同法第４条第３項第１号に該当する者と

して免状の交付を受けた者を除く ）。

ハ 電気工事士法第６条に規定する第１種電気工事士試験に合格した者

ニ 旧電気工事技術者検定規則（昭和３４年通商産業省告示第３２９号）による

高圧電気工事技術者の検定に合格した者

ホ 公益事業局長又は通商産業局長の指定を受けた高圧試験に合格した者




